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【ライフプランニングと資金計画】 

 

問１ 

 ＦＰ業務を行ううえでは、「関連業法」を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナ

ー（以下「ＦＰ」という）の行為に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 

 

１．税理士資格を持たないＦＰでも、無償であれば、税理士法に定める税務相談を業として行うことが

できる。 

２．弁護士資格を持たないＦＰでも、遺産分割に関して、個別具体的な法律判断をすることができる。 

３．社会保険労務士資格を持たないＦＰでも、セミナーにおいて、公的年金制度の概要についての説明

をすることができる。 
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問２ 

 下記は、会社員の稲垣さん（３９歳）の家庭のキャッシュフロー表（一部抜粋）である。以下の空欄

（ア）にあてはまる数値を求める算式として、正しいものはどれか。なお、計算に当たっては、下記［注

意事項］を基に解答すること。 

 

［注意事項］ 

※問題作成の都合上、一部空欄にしてある。また、記載されている数値は正しいものとする。 

※解答に当たっては、表中に記載された整数を使用すること。 

 

 

＜稲垣家のキャッシュフロー表＞ （単位：万円) 

 経過年数 現在 １年後 ２年後 

 西暦（年） ２０１０ ２０１１ ２０１２ 

 平成（年） ２２ ２３ ２４ 

稲垣 拓哉 本人 ３９歳 ４０歳 ４１歳 

美穂 妻 ３８歳 ３９歳 ４０歳 

真希 長女 １２歳 １３歳 １４歳 

奈々 二女 ８歳 ９歳 １０歳 

家
族
・
年
齢 

里奈 三女 ５歳 ６歳 ７歳 

 
ライフイベント 

(変動率) 
住宅取得   

給与収入（本人） １％ ７３５ ７４２ ７５０ 

給与収入（妻） １％ ２２０ ２２２ ２２４ 収
入 

収入合計 － ９５５ ９６４ ９７４ 

基本生活費 １％ ３３０ ３３３  

住宅関連費 １％ ３００ ３０３  

教育費 ２％ ８０ ２５０  

保険料 － ３２ ３２ ３２ 

その他支出 １％ ３５ ３５  

一時的支出 １％ １，２００ ０  

支
出 

支出合計 － １，９７７ ９５３  

年間収支 － ▲１，０２２  

預貯金等残高 １％ ４２０ ( ア )  

 

１． ４２０×（１＋０．０１）＋（９６４－９５３） 

２． ４２０＋（９６４－９５３） 

３． ４２０＋（９６４－９５３）×（１＋０．０１） 
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問３ 

 草薙さんが６５歳から受け取る老齢基礎年金の額として、正しいものはどれか。なお、草薙さんの保

険料納付月数は４６８月（保険料免除月数はない）、満額の老齢基礎年金額は７９２,１００円、加入可

能年数４０年とし、下記＜資料＞の算式に基づいて計算すること（国民年金の任意加入については考慮

する必要はない）。また、計算に当たっては、年金額は１００円未満を四捨五入すること。 

 

＜資料＞ 
 

［老齢基礎年金の額］ 

満額の老齢

基礎年金額
 × 

保険料納付月数＋保険料半額免除月数×
２

３
＋保険料全額免除月数×

１

３

加入可能年数 × １２（月）
 

 

１． ７７２，３００円 

２． ７７８，９００円 

３． ７９２，１００円 
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【リスク管理】 

 

問１ 

 下記の＜資料＞を基に、成川勉さんが契約者および被保険者として加入している、生命保険の保障内

容に関する次の記述の空欄（ア）にあてはまる金額として、正しいものはどれか。なお、保険契約は有

効に継続しているものとし、勉さんはこれまでに下記の保険から保険金および給付金を一度も受け取っ

ていないものとする。 

 

＜資料・保険証券＞ 

定期保険特約付終身保険（一部抜粋） 

◇契約日：２００６年（平成１８年）６月１日 

◇主契約の保険期間：終身 

◇主契約の保険料払込期間：２５年払込 

◇契約者 ：成川 勉  様 

◇被保険者：成川 勉 様〈契約年齢３５歳〉 

◇受取人 ：（死亡保険金）  成川 花子 様 

 ［契約者との続柄］ 妻  
 

◇保障内容 

主契約・特約名 保険金額・基本年金額・給付金額 保険期間 

終身保険（主契約） 保険金額 ３００万円 終身 

定期保険特約 保険金額 １,７００万円 １０年間 

生活保障特約（＊） 年金年額 １５０万円 １０年間 

災害入院特約（本人型） 入院５日目から 日額 ５,０００円 １０年間 

疾病入院特約（本人型） 入院５日目から 日額 ５,０００円 １０年間 

成人病入院特約 入院５日目から 日額 ５,０００円 １０年間 

(＊）生活保障特約の年金種類：１０年確定年金 

 
 

成川勉さんが平成２２年中に、交通事故で死亡（即死）した場合に支払われる死亡保険金は、一時

金( ア ）と年金年額１５０万円×１０回である。 

 

１．   ３００万円 

２． ２，０００万円 

３． ２，１５０万円 
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問２ 

 問１の＜資料＞を基に、生命保険の保障内容に関する次の記述の空欄（イ）にあてはまる金額として、

正しいものはどれか。なお、保険契約は有効に継続しているものとし、勉さんはこれまでにこの保険か

ら保険金および給付金を一度も受け取っていないものとする。 

 
 

成川勉さんが平成２２年中に、肺炎にかかり１４日間入院した場合に支払われる入院給付金は、 

合計( イ ）である。 

 

１．  ５万円 

２．  ７万円 

３． １０万円 

 

 

問３ 

生命保険会社が算出する保険料は「予定基礎率」に基づいて計算され、剰余金がある場合には配当金

として契約者に支払われる。剰余金（３利源）に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 

 

＜剰余金（３利源）＞ 

（ ア ） 実際の死亡率が予定死亡率より低い場合に発生する剰余金 

（ イ ） 実際の運用収入が予定利率により見込まれた運用収入より多い場合に発生する剰余金 

（ ウ ） 実際の事業費が予定より少ない場合に発生する剰余金 

 

１．空欄（ア）に入る語句は、「利差益」である。 

２．空欄（イ）に入る語句は、「死差益」である。 

３．空欄（ウ）に入る語句は、「費差益」である。 
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【金融資産運用】 

 

問１ 

 下記の＜資料＞に基づくＡ株式会社の株価収益率（ＰＥＲ）として、正しいものはどれか。なお、計

算結果については小数点以下第２位を四捨五入すること。 

 

＜資料＞  

 Ａ株式会社 

株価 ８００円 

１株当たり配当金 ２０円 

１株当たり純利益 １２５円 

１株当たり純資産 ７００円 

 

１． ８００円÷２０円＝４０．０ 

２． ８００円÷１２５円＝６．４ 

３． ８００円÷７００円＝１．１ 

 

 

問２ 

 経済用語に関する下表の空欄（ア）～（ウ）にあてはまる用語に関する次の記述のうち、最も不適切

なものはどれか。 

 

経済用語 内容 

（ ア ） 一般に、物価が持続的に下落する状態 

（ イ ） 家計が購入する商品やサービスの価格変動を表した指数 

（ ウ ） 国内で１年間に生み出された財やサービスの付加価値の合計 

 

１．空欄（ア）にあてはまる用語は、「インフレーション」である。 

２．空欄（イ）にあてはまる用語は、「消費者物価指数」である。 

３．空欄（ウ）にあてはまる用語は、「国内総生産（ＧＤＰ）」である。 
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問３ 

 景気動向指数（ＤＩ）に関する次の記述の下線部（ア）～（ウ）のうち、誤っているものはどれか。 

 

景気動向指数（ＤＩ）は、（ア）総務省が四半期ごとに発表しており、（イ）「先行指数」、「一致

指数」、「遅行指数」の３つの指数がある。なお、「一致指数」が、基調として、おおむね３ヵ月以

上５０％を上回っているときは、（ウ）一般的に景気の拡張局面と判断される。 

 

１．下線部（ア） 

２．下線部（イ） 

３．下線部（ウ） 
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【タックスプランニング】 

 

問１ 

 一時所得の金額の計算方法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 

 

１．「（総収入金額－収入を得るために支出した金額）×１／２」で算出する。 

２．「（総収入金額－収入を得るために支出した金額）－特別控除（最高５０万円）」で算出する。 

３．「（総収入金額－収入を得るために支出した金額）×１／２－特別控除（最高５０万円）」で算出す

る。 

 

 

問２ 

 パン屋を営む奥村次郎さん（個人事業主）の平成２２年分の所得税の算出において、下記の＜所得控

除の資料＞に基づき計算した所得控除の合計額として、正しいものはどれか。なお、奥村さんの平成２２

年分の所得は事業所得５１０万円のみであり、このほかに所得はない。また、記載のない事項について

は考慮しないこととする。 

 

＜所得控除の資料＞ 
 

・ 奥村さんは生命保険契約（一般の生命保険料のみ）の保険料を年間１３万円支払っている。 

・ 奥村さんは社会保険料を年間６０万円支払っている。 

・ 基礎控除は３８万円である。 

 

１．５万円（生命保険料控除）＋３８万円（基礎控除）＝合計４３万円 

２． ５万円（生命保険料控除）＋６０万円（社会保険料控除）＋３８万円（基礎控除）＝合計１０３

万円 

３． １３万円（生命保険料控除）＋６０万円（社会保険料控除）＋３８万円（基礎控除）＝合計１１１

万円 
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問３ 

 所得税の青色申告者は、一定の要件を満たした場合、いくつかの税務上の特典を受けることができる。

青色申告者の特典に係る下表の空欄（ア）～（ウ）に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 

 

青色申告特別控除 控除額は最高（ ア ）。 

青色事業専従者給与 

もっぱらその事業に従事している同一生計の妻に給料を支払った場

合、金額が適正であれば、その金額の（ イ ）必要経費に算入する

ことができる。 

純損失の繰越控除 

損益通算の対象となる損失のうち、損益通算してもなお控除しきれな

い部分の金額を純損失という。純損失の金額が生じた場合、その損失

の金額を翌年以降（ ウ ）にわたって、順次、各年分の所得金額か

ら控除することができる。 

 

１．空欄（ア）に入る金額は、「６５万円」である。 

２．空欄（イ）に入る語句は、「２分の１までを限度として」である。 

３．空欄（ウ）に入る年数は、「７年間」である。 
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【不動産】 

 

問１ 

 下記の＜資料＞は、登記簿の全部事項証明書（建物）の一部である。この全部事項証明書の内容に関

する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 

 

１．この建物は、昭和６０年１２月７日に新築されている。 

２．この建物の所有者は、現在、斉藤慶彦さんである。 

３．この建物には、現在、極度額１,０００万円の根抵当権が設定されている。 

 

＜資料＞ 
 

東京都○○区△△五丁目１０－２ 全部事項証明書（建物） 

【表題部】（主たる建物の表示） 調製 平成４年２月１９日 所在図番号 余白 
【所在】 ○○区△△五丁目１０番地２ 余白 
【家屋番号】 １０番２ 余白 
【①種類】 【②構造】 【③ 床面積】 ｍ2 【原因及びその日付】 【登記の日付】 
居宅 木造瓦葺２階建 １階 ７０ 

２階 ４２ 
３５ 
３６ 

昭和６０年１１月２０日 
新築 

昭和６０年１２月７日 

余白 余白 余白  余白 昭和６３年法務省令第３７
号附則第２条第２項の規定
により移記 
平成４年２月１９日 

余白 余白 余白  余白 余白 

 

【甲区】（所有権に関する事項）   
【順位番号】【登記の目的】【受付年月日・受付番号】 【原因】 【権利者その他の事項】 

１ 所有権保存 昭和６０年１２月７日 
第６８３０号 

余白 所有者 
東京都○○区△△一丁目３番１５号 

山 本 孝 一 
２ 所有権移転 平成１４年５月１０日 

第２９５８号 
平成１４年５月１０日 
売買 

所有者 
東京都△△区◎◎二丁目１８番１号 

斉 藤 慶 彦 

 

 

 

（注）＜資料＞は次頁へ続く 
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【乙区】（所有権以外の権利に関する事項） 
【順位番号】【登記の目的】【受付年月日・受付番号】 【原因】 【権利者その他の事項】 

１ 抵当権設定 昭和６０年１２月７日 
第６８３１号 

昭和６０年１２月７日 
金銭消費貸借契約 
同日設定 

債権額  金５００万円 
利率   年５.５％ 
損害金 
年１４.５％（年３６５日日割計算） 
債務者 
東京都○○区△△一丁目３番１５号 

山 本 孝 一 
抵当権者 
東京都○○区△△四丁目２番２号 
あさがお銀行株式会社 

順位１番の登記を移記 
 余白 余白 余白 昭和６３年法務省令第３７

号附則第２条第２項の規定
により移記 
平成４年２月１９日 

２ １番抵当権抹消 平成１４年５月１０日 
第２９５７号 

平成１４年４月３０日 
解除 

余白 

３ 根抵当権設定 平成１４年１０月１０日 
第４９３８号 

平成１４年１０月１０日 
設定 

極度額  金１,０００万円 
債権の範囲 信用金庫取引 

手形債権、小切手債権 
債務者 
東京都△△区◎◎二丁目１８番１号 

斉 藤 慶 彦 
根抵当権者 
東京都△△区××一丁目１番１号 

北西信用金庫 

＊下線のあるものは抹消事項であることを示す。 
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問２ 

 下記＜資料＞の土地に、建築基準法に従って建物を建築する場合、この土地に対する建築面積の上限

として、正しいものはどれか。なお、下記の条件以外のことは考慮しないものとする。 

 

＜資料＞ 
 

◎準住居地域

　建ぺい率　６０％

　容積率　１５０％
１５０ｍ2

１５ｍ

１０ｍ

５ｍ

 

 

１．１５０ｍ2×６０％＝９０ｍ2 

２．１５０ｍ2×１５０％＝２２５ｍ2 

３．１５０ｍ2×{（６０％＋１５０％）÷２}＝１５７．５ｍ2 

 

 

問３ 

 公的な土地評価に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 

 

１．相続税路線価は、毎年１月１日時点の評価額を、国税局長が評定する。 

２．基準地標準価格は、毎年１月１日時点の評価額を、財務省が公示する。 

３．固定資産税評価額は、毎年４月１日時点の評価額を、市町村長（東京都２３区においては東京都知

事）が決定する。 
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【相続・事業承継】 

 

問１ 

 下記の＜親族関係図＞において、民法の規定に基づく相続人および相続分に関する次の記述のうち、

誤っているものはどれか。なお、長男の妻は、被相続人の養子ではないものとする。 

 

＜親族関係図＞ 

孫Ａ 孫Ｂ

被相続人  配偶者

長男 長女 二男 妻

 
 

１．長男の妻の法定相続分は１２分の１である。 

２．二男の法定相続分は６分の１である。 

３．被相続人の配偶者の法定相続分は２分の１である。 
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問２ 

 下記の相続事例における、遺産に係る基礎控除額として、正しいものはどれか。なお、下記以外の要

件は考慮しないものとする。 

 

○ 相続税の課税価格の合計額  ２０，０００万円 

 

○ 相続人に関するデータ 

相続時精算課税制度を選択した相続人はいないものとする。また、相続の放棄をした者もいな

いものとする。 

配偶者
（すでに死亡）

長男

(すでに死亡)

被相続人

長女 二女 二男

 

 

１． ５，０００万円 

２． ８，０００万円 

３． ９，０００万円 
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問３ 

 下記の＜資料＞に基づき、平成２２年中に自宅である建物を夫から贈与された妻の贈与税額として、

正しいものはどれか。なお、贈与税の配偶者控除を受けるための要件は満たしており、平成２２年中に

妻が贈与された財産はこれ以外にないものとする。 

 

＜資料＞ 
 

・ 家屋  固定資産税評価額：１,６４０万円 

自用家屋の評価額＝固定資産税評価額×１.０ 

 

＜贈与税の速算表＞ 

基礎控除後の課税価格 税率 控除額 

 ２００万円 以下 １０％ － 

２００万円 超 ３００万円 以下 １５％ １０万円 

３００万円 超 ４００万円 以下 ２０％ ２５万円 

４００万円 超 ６００万円 以下 ３０％ ６５万円 

６００万円 超 １,０００万円 以下 ４０％ １２５万円 

１,０００万円 超  ５０％ ２２５万円 

 

１．    ０円 

２．  ６７万円 

３． ５４０万円 
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【設例に基づく総合問題】 

 

＜設例＞ 

 香取正広さんは、民間企業に勤務する会社員である。正広さんは定年退職（６０歳）が近づくに

つれ、今後の生活設計等について考えようと思い、妻の久美さんとともに、ＦＰで税理士でもある

木村さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも平成２２年７月１日現在のものである。 

 

Ｉ．香取家のデータ 

＜家族構成＞ 

氏名 続柄 職業 年齢 生年月日 

香取 正広 本人 会社員 ５８歳 昭和２６年９月１０日生まれ 

久美 妻 専業主婦 ５３歳 昭和３１年９月２２日生まれ 

杏 長女 大学院生 ２４歳 昭和６０年８月１０日生まれ 
 

Ⅱ．香取家の財務データ 

＜保有財産（時価）＞              （単位：万円) 

金融資産  
預貯金等 ３,８００ 
上場株式 ４００  

生命保険（解約返戻金相当額） ５６０ 

不動産  
土地（自宅敷地） ３,４００ 
建物（自宅家屋） ６００ 

その他動産等 ５０ 
  
  

＜負債残高＞ 

住宅ローン（自宅）：８００万円（債務者は正広さん。団体信用生命保険つき） 

 

＜生命保険等＞ （単位：万円） 

保険種類 契約者 被保険者 
死亡保険金 

受取人 
保険金額 

解約返戻 

金相当額 
保険期間 

定期保険Ａ 正広 正広 久美 ３,５００ ０ 平成２３年まで 

終身保険Ｂ 正広 正広 久美 ７００ ５６０ 終身 

注１：解約返戻金相当額は、現時点（７月１日）で解約した場合の金額である。 

注２：保険料は契約者がすべて負担している。 

 

＜その他＞ 

・ 正広さんは６０歳で定年退職予定である。 
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問１ 

 ＦＰの木村さんは、香取家の純資産額を計算することとした。下記の表の空欄（ア）にあてはまる金

額として、正しいものはどれか。なお、＜設例＞に記載のある情報以外の情報については考慮しないこ

と。 

 

［香取家のバランスシート］ （単位：万円) 

＜資産＞ ＜負債＞ 

金融資産  住宅ローン ××× 

預貯金等 ×××   

上場株式 ×××   

生命保険（解約返戻金相当額） ××× 

不動産  
負債合計 ××× 

土地（自宅敷地） ×××   

建物（自宅家屋） ××× ＜純資産＞ （ ア ） 

その他動産等 ×××   

資産合計 ××× 負債・純資産合計 ××× 

 

１． ８，０１０（万円） 

２． ８，８１０（万円） 

３． ９，６１０（万円） 

 

 

問２ 

 正広さんは、ＴＳ銀行で住宅ローンを組んでおり、現在、８００万円の住宅ローン残高がある。住宅

ローンに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 

 

１．住宅ローンの金利は、公的教育ローンと同様にすべて固定金利であり、変動金利のものはない。 

２．住宅ローンの返済方法のうち、元金と利息を合わせた毎回の返済額が一定の返済方法のものを「元

利均等返済」という。 

３．住宅ローンの繰上げ返済をする場合において、毎回の返済額を変えずに返済期間を短縮する方法を

「返済額軽減型」という。 
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問３ 

 正広さんは６０歳で勤務先を退職した後も、任意継続被保険者として、現在の健康保険の被保険者の

資格を継続したいと考えている。健康保険の任意継続被保険者に関する次の記述のうち、正しいものは

どれか。 

 

１．任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者期間が通算して１２ヵ月以上でなければな

らない。 

２．任意継続被保険者としての資格期間は、２年間である。 

３．任意継続被保険者の保険料は、労使折半である。 

 

 

問４ 

 正広さんは、いずれは預貯金のうち一部を外貨預金で運用したいと考えている。外貨預金に関する次

の記述のうち、最も適切なものはどれか。 

 

１．外貨預金の金利は、一般に、金融機関、通貨、預入期間などによって異なっている。 

２．外貨預金には、為替相場の変動に伴う元本割れのリスクはない。 

３．金融取引において、顧客が円を外貨に換える際の為替レートをＴＴＢレート、顧客が外貨を円に換

える際の為替レートをＴＴＳレートという。 

 

 

問５ 

 正広さんは、投資対象として債券に興味を持っている。債券の最終利回り（既発債を時価で購入して

償還まで所有した場合の利回り・額面１００円）を求める算式として、正しいものはどれか。なお、利

回りについては、年率・単利計算で求めることとし、税金や手数料等は考慮しない。 

 

１． 

 表面利率（％）＋ 
 購入価格（円）－ 売却価格（円）

残存期間（年）
 

 購入価格（円）
 ×１００ 

 

２． 

 表面利率（％）＋ 
 １００円 － 購入価格（円）

残存期間（年）
 

 購入価格（円）
 ×１００ 

 

３． 表面利率（％）＋
 購入価格（円）－ １００円 

残存期間（年）
 ×１００ 
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問６ 

 杏さんは、医療保険やガン保険に関心を持っており、加入を検討している。医療保険やガン保険に関

する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 

 

１． 医療保険やガン保険の保険料は、生命保険料控除の対象となる。 

２． 一般に、医療保険では、入院給付金の支払い日数に上限はない。 

３． 一般に、ガン保険には免責期間がないため、契約日の翌日にガンと診断された場合でも、保険金

等が支払われる。 
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模範解答 

ファイナンシャル・プランニング技能検定  

３級実技試験（資産設計提案業務） サンプル問題 

平成21年9月26日実施 

厚生労働大臣指定試験機関 

特定非営利活動法人(ＮＰＯ法人) 

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 

 

 

 問題１ 問題２ 問題３ 

ライフプランニングと資金計画 ３ １ １ 

リスク管理 ２ １ ３ 

金融資産運用 ２ １ １ 

タックスプランニング ２ ２ １ 

不動産 １ １ １ 

相続・事業承継 １ ２ １ 

 

問題１ 問題２ 問題３ 

１ ２ ２ 

問題４ 問題５ 問題６ 
設例に基づく総合問題 

１ ２ １ 

 

 


